
提

出

者

金

田

誠

一

平
成
十
三
年
五
月
二
十
一
日
提
出

質

問

第

六

九

号

塩
川
元
官
房
長
官
（
現
財
務
大
臣
）
の
内
閣
官
房
報
償
費
使
途
証
言
と
官
吏
服
務
紀
律
の
遵
守
に
関
す
る
質
問

主
意
書
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塩
川
元
官
房
長
官
（
現
財
務
大
臣
）
の
内
閣
官
房
報
償
費
使
途
証
言
と
官
吏
服
務
紀
律
の
遵
守
に
関
す
る
質
問

主
意
書

官
房
長
官
を
経
験
し
た
塩
川
財
務
大
臣
は
そ
の
就
任
以
前
、
当
職
が
把
握
す
る
限
り
次
の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
お
い
て
、
内
閣

官
房
報
償
費
の
具
体
的
な
使
途
等
に
関
す
る
自
身
の
体
験
を
証
言
し
て
い
る
。

�
本
年
一
月
二
十
八
日
に
放
映
さ
れ
た
テ
レ
ビ
朝
日
系
「
サ
ン
デ
ー
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
。

�
本
年
二
月
七
日
付
『
産
経
新
聞
』
十
五
版
第
三
面
。

�
本
年
二
月
二
十
三
日
付
『
読
売
新
聞
』
十
四
版
第
四
面
。

一
方
、
内
閣
官
房
報
償
費
の
具
体
的
な
使
途
等
に
つ
い
て
は
公
表
し
な
い
と
い
う
の
が
、
こ
れ
ま
で
の
政
府
の
一
貫
し
た
方

針
で
あ
り
、
ま
た
こ
れ
ま
で
の
政
府
答
弁
に
よ
れ
ば
内
閣
官
房
報
償
費
の
具
体
的
な
使
途
等
は
、
非
公
知
性
と
秘
匿
の
必
要
性

の
二
つ
の
要
素
を
具
備
し
た
事
実
に
該
当
す
る
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
官
吏
服
務
紀
律
は
国
務
大
臣
に
対
し
て
職
務
上
知
り
得
た
機
密
を
退
職
後
も
漏
洩
す
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
。

そ
こ
で
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
以
下
質
問
す
る
。

一

新
た
に
制
定
さ
れ
た
「
国
務
大
臣
、
副
大
臣
及
び
大
臣
政
務
官
規
範
」
（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
閣
議
決
定
、
以
下
「
大

一



臣
規
範
」
と
い
う
。
）
と
官
吏
服
務
紀
律
の
関
係
に
つ
い
て
以
下
の
点
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

大
臣
規
範
の
制
定
に
よ
り
官
吏
服
務
紀
律
の
効
力
が
ど
の
よ
う
に
な
っ
た
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

大
臣
規
範
制
定
以
前
に
お
い
て
国
務
大
臣
で
あ
っ
た
者
は
、
現
在
に
お
い
て
は
官
吏
服
務
紀
律
と
大
臣
規
範
の
い
ず
れ

の
適
用
を
受
け
る
の
か
。

二

内
閣
官
房
報
償
費
の
具
体
的
な
使
途
等
に
つ
い
て
は
、
官
吏
服
務
紀
律
第
四
条
に
定
め
る
「
機
密
」
又
は
「
秘
密
」
、
大

臣
規
範
に
定
め
る
「
秘
密
」
に
該
当
す
る
の
か
。

三

右
に
挙
げ
た
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
対
す
る
証
言
に
関
し
以
下
の
点
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

右
証
言
は
内
閣
官
房
報
償
費
の
具
体
的
使
途
等
に
言
及
し
た
も
の
と
考
え
る
が
、
念
の
た
め
政
府
の
見
解
を
確
認
し
た

い
。

�

右
証
言
に
お
い
て
官
吏
服
務
紀
律
第
四
条
に
定
め
る
「
機
密
」
又
は
「
秘
密
」
、
大
臣
規
範
に
定
め
る
「
秘
密
」
に
該

当
す
る
事
項
は
存
在
し
た
か
。

右
質
問
す
る
。

二


